
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
八
件                                                                 

一
七
二 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

一
七
五 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件                                               

一
七
六 

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                 

一
七
六 

　公

　告 

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
二
件                                             

一
七
六 

　正

　誤 

○
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
付
け
定
例
第
四
百
三
十
号
中                               

一
七
八 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情

報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
島
南
本
店

　福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
児
子
塚
四
十
三
番
地
六
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
会
津
若
松
本
店

　福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
藤
室
字
道
下
八
十
四
番
地
一

ほ
か
十
六
筆 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 
宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業

チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
い
わ
き
錦
店

　福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
徳
力
七
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 
宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
新
白
河
店

　福
島
県
白
河
市
転
坂
百
三
十
一
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則

　

 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳

　

 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則

　

 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳

　

 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日

　

 
令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 
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株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
百
九
十
九
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
経
済
環
境
部
商
工
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
須
賀
川
パ
ワ
フ
ル
館

　福
島
県
須
賀
川
市
崩
免
二
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
喜
多
方
店

　福
島
県
喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
清
水
尻
四
百
八
十
番
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
田
村
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 
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ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
船
引
店

　福
島
県
田
村
市
船
引
町
船
引
字
太
子
堂
百
三
十
番
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 
宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
棚
倉
町
産
業
振
興
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

エ
イ
ト
タ
ウ
ン
棚
倉
Ｂ
棟
，
Ｃ
棟

　福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
棚
倉
字
広
畑
百
二
十
四
番
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

代
表
取
締
役

　浅
倉

　俊
一 

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
十
八
番
地 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

代
表
取
締
役

　栁
沼

　忠
広 

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
十
八
番
地 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　岡
田

　義
則 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

代
表
取
締
役

　高
橋

　淳 

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
百
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

１

　株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

　令
和
五
年
三
月
一
日 

２

　株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

　令
和
五
年
六
月
十
五
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 
路 
線 
名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
国
見

伊
達
市
堀
切
端
一
番
一
一

変
更
前

　

 

Ａ

　
　八
・
五
～

　
　三
九
六
・
五 

福
島
線

　
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 

　
　
　三
八
・
五 
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同

　市
鶴
田
三
〇
番
五
地

Ｂ

　
　八
・
五
～ 

　
　四
四
三
・
〇 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　三
八
・
五

変
更
後

　
Ａ

　
　八
・
五
～

　
　三
九
六
・
五

　
　
　三
八
・
五

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄  
 

 

変 
更 
前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 
後 

 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

  

一
般
国
道

大
沼
郡
金
山
町
大
字
中
川

変
更
前

　

 

　
　一
〇
・
六
～ 

二
、
一
六
〇
・
六 

 

二
五
二
号

字
大
田
面
一
四
八
二
番
二

　
　
　三
一
・
〇

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

 

同

　郡
同

　町
大
字
水
沼

変
更
後

　

　
　一
〇
・
六
～ 
二
、
一
六
〇
・
六 

字
赤
沢
五
〇
五
番
一
地
先

　
　
　三
一
・
〇

ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
五
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始
の

期

日

県
道
国
見
福
島
線

　
　
伊
達
市
堀
切
端
一
番
一
一
地
先
か
ら

　

 

令
和
六
年
三
月
二
二
日

　

同

　市
鶴
田
三
〇
番
五
地
先
ま
で

　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
六
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供
用

開

始
の

期

日

一
般
国
道
二
五
二
号

　
大
沼
郡
金
山
町
大
字
中
川
字
大
田
面
一

令
和
六
年
三
月
二
五
日

　

四
八
二
番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　町
大
字
水
沼
字
赤
沢
五
〇

五
番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
七
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称

　い
わ
き
市 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

い
わ
き
都
市
計
画
公
園
事
業

　五
・
六
・
二
号

　二
十
一
世
紀
の
森
公
園 

三

　事
業
認
可
の
年
月
日

　平
成
元
年
十
月
三
十
一
日 

四

　事
業
施
行
期
間

　（
変
更
前
）
平
成
元
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
変
更
後
）
平
成
元
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五

　事
業
地

　収
用
の
部
分

　変
更
な
し 

使
用
の
部
分

　変
更
な
し 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
五
十
五
号 
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　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
新
川

に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸

水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第

四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想

定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
五
十
六
号 

　水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
宮
川
、

弁
天
川
、
諏
訪
川
及
び
末
続
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。 

　こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

（
河
川
整
備
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

正

　
　誤 
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正

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 
 

 

誤

○
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
付
け
定
例
第
四
百
三
十
号
中 

五
二
四 
上 

後
ろ
か 

  
 

ら
一
九 

矢
田
川
特
定
猟
具
使
用
禁 

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
い
わ
き
市
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

止
区
域

　
　
　
　
　
　
　

小
名
浜
住
吉
特
定
猟
具
使 

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
い
わ
き
市
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

用
禁
止
区
域

　
　
　
　
　

泉
ヶ
丘
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
特 

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
い
わ
き
市
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

　

矢
田
川
特
定
猟
具
使
用
禁 

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
い
わ
き
市
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

止
区
域
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